
兼特定管理口座開設届出書 

兼特定口座源泉徴収選択届出書 

兼源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書 

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。 

サポートセンター：    ０１２０-７１１０-７６ 

 

 

特定口座開設届出書 
 

 

内藤証券株式会社 御中 
 

 

① 現在弊社にご登録の内容を太枠内すべてご記入ください。 

お申込日      年      月      日 生年月日 大正・昭和・平成    年     月     日 

ご氏名

(自署) 
 

ご住所

〒 －

都 道  

府 県  

電話番号：（      ）       － 

個人番号 □ 個人番号告知済 □ 別紙に記載 

 

開設する勘定 
 特定保管勘定（保護） 

 特定信用取引勘定（信用）※申込時に信用取引口座を開設されている場合のみ、開設されます。 
 

 

② ご希望の源泉徴収区分に✔をご記入ください。(いずれか 1 つ) 

□ 源泉徴収を選択する・源泉徴収選択口座内配当等受入を開始する 

弊社が納税を行うため、確定申告が原則不要です。上場株式等の売却損と配当金等が自動的に損益通算されます(国内上

場株式等の配当金等に適用するには、配当金の受取方法に「証券会社の取引口座でのお受取り(株式数比例配分方式)」を

ご選択いただく必要があります)。 

□ 源泉徴収を選択しない 

弊社が損益を計算し、確定申告にご利用いただける「年間取引報告書」を作成致しますが、納税は行いません。お客様ご自

身での確定申告が必要です。 
 

 

③ 下記の書類を添付の上、ご返送ください。 

□ 個人番号通知届出書兼告知書 

□ 番号確認書類 

□ 本人確認書類 

 

※一般口座で保有されている株式等は、特定口座へ振り替えることはできません。特定口座開設後に「特定」を指定し、注文されたお取引から特定口座

が適用されます。 

※特定口座・特定管理口座は１証券会社につき１口座のみ開設できます。弊社で複数の口座を開設されている場合は、どちらかに集約(一方を閉鎖)して

いただく必要があります。 

 
特定口座開設届出書・特定管理口座開設届出書【特定口座を開設されるお客様の同意事項】                                       

私は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 1 項又は第 2 項及び同法第 37 条の 11 の 2 第 1 項又は第 2 項の規定の適用を受けたいので、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 5 項、及

び、同令第 25 条の 9 の 2 第 8 項の規定により、この旨を届け出ます。 

特定口座源泉徴収選択届出書・源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書【源泉徴収を選択されるお客様の同意事項】                           
私は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 4 第 1 項の規定の適用を受けたいので、この旨を届け出ます。なお、この届出は、私から同規定の適用を受けることを取りやめたい旨申し出ない限

り、引き続き有効なものとして取り扱ってください。 

貴社が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受け入れを依頼し、租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項の適用を受

けたいので、同法第 2 項の規定に基づきこの旨を届け出ます。

  

社内使用欄  

部店 口座番号 

3 8 1 
      

特定口座・特定管理口座を開設する  

特定口座･特定管理口座を開設している営業所等および、特定上場株式配当等勘定が設けら

れた源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所 

所在地 大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル１９階 

部・支店名 内藤証券株式会社 インターネット営業部 

部店 口座番号 入力 責任者 

381       

  

本人確認書類 

番 印 住 保 免 

外 旅 他(   ) 

添付書類一覧をご参照ください 

受入開始日 

受理日付 

入力日     ．    ． 

（平日8：30～17：00）

特定口座内でのお取引の都度、弊社が損益の計算を行います。年内の特定口座で株式を売却等行っているお客様には、
翌年の1月中旬に確定申告にご利用いただける「年間取引報告書」を作成いたします。






